
（該当業務： ）

）

）委託の場合

市内在住の障害をもつ児童、生徒で、温水プールでの水泳教室参加
を希望する者

①

根拠条例等

補助・単独

実施形態

正規職員が関与すべき法的義務性

11

政 策

施 策

優先度◆◇◆ 総合計画・行動計画 施策シート ◆◇◆

確 認 項 目

事
務
事
業
の
概
要

百万円 百万円

Ａ

身体障害者水泳教室開催事業

枝番号

10

会計こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち(教育・文化・スポーツ）

保健体育総務費

課名
生涯学習課ｽﾎﾟｰﾂ振興室

番号 所属長名

03

02

総
合
計
画

部名

坂部武美

事業の目的（どういう状態にしたいのか）

◆◇◆ 事 務 事 業 評 価 票 ◆◇◆

教育費

06 保健体育費項

01 一般会計財
務
科
目

多彩な文化と生涯スポーツ活動の振興

基 本 政 策

01

法令名・根拠条文

目

事業の内容（目的達成のための手段・方法）

地域スポーツ活動と交流の推進

款03

以降

展開方針
（年度別の事業内容）

平成20年度（参考） 平成21年度 平成22年度 平成23年度

百万円 百万円

平成21年度の実施内容・計画どおり実施できなかった理由

企画政策課
意 見

百万円

市 長 指 示 事 項 等

総事業費 百万円

行動計画掲載

完了予定年度事業開始年度 平成８

平成21年度の実施内容・成果

基
本
事
項

教育委員会

事務事業名

Ｂ Ｃ

年度未定

②

年度

根拠条例等

根拠法令要綱等

深さを自由に変えられる温水プールで水の浮力を利用して、障害
者がスポーツに親しむ機会を提供し、身体機能回復・維持増進を
図る。

事業の対象（誰に対して・何に対して）

深さを自由に変えられる天神池スポーツセンターの温水プールにおいて、水の浮力を利用し、障害者を指導する資格を有す
る専門指導員がマンツーマンで水泳指導（１人月１回、１時間程度）を行う。肢体障害者、脳性マヒ、知的障害者、自閉症等の
児童・生徒が参加している。

根拠法令要綱等

③

(①または②の場合)

国・県の補助金有り 市単独

なし あり

直営 一部委託 その他（補助・負担金全部委託

入札 随意契約（契約先：

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ

新規 継続 単年度

市単費上乗せ

義務実施事業

努力義務実施事業

任意実施事業

経常 臨時
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【１次評価】 評価実施：平成21年度

【２次評価】 評価実施：平成21年度

【３次評価】

総
合
評
価

総
合
評
価

総
合
評
価

１評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性） ４ 事業の必要性

直接のサービスの相手方 ２

14

0.01 0.01

180
179

一般人件費[平均給与×(B)]

②
説明

成
果
指
標

（
目
標

）

①
単価

単価

4
3
4 実施主体の妥当性

市民ニーズの把握 3

名称

説明

名称

14
15

100.0%

15 15 15

①

②

15

達成度

目標値
18年度 19年度 20年度 21年度

169 174

93.9%
4,467円

実績値

受益者負担率[(E)/(D)] (F) ％ 0.0% 11.4% 11.2%

22年度

88 89受益者負担額 (E) 千円 0

総コスト[(A)+(C)] (D) 千円 755

79

775 795

79

0.01

627

716

88

740

696

676

(A')事業費(予算額または見込額）

608

事
務
事
業
デ
ー

タ (C) 千円 79

612

18年度 19年度 20年度 21年度

720

108

612

720

89

単位

千円

0

一般財源

676

0 108

720

22年度

740 720

一般財源

事業費(決算額) (A)

一般職員所要人員 (B) 人

特定財源

活
動
指
標

（
目
標

）

単価

名称

説明

名称

説明

180 180 180

720

720

特定財源

180

15

96.7% 99.4%
4,454円 4,441円

達成度
目標値
実績値

達成度

93.3% 93.3%

目標値
実績値

達成度

参加者数（人）
目標値

単価

実績値

年間教室参加者数

開催数（回）

年間の水泳教室延べ開催回数

３
実施主体の妥当性

受益者負担の適切さ

評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性）

直接のサービスの相手方
4
1

事業の必要性

受益者負担の適切さ
評価結果 水泳教室を通じて障害者もスポーツに親しむ機会を提供することで、その楽しさやおもしろさ、時に

は難しさを知ってもらい、さらには機能回復・維持を図るものであり、引き続き開催する。

希望者も増えており、指導者増を図る必要がある。指導者確保のため資格取得の補助を考える。他
のリハビリ事業を含めてどう考えていくか福祉関係の部局との調整が必要である。

５

改
善
策

障害者施策としての事業展開を図るのか、教育・文化スポーツ施策として展開を図るのか、関係課で協議のうえ、事業の継続性の確保と施
策における位置付けを明確にするためにも、要綱等事業実施の根拠を取りまとめる必要がある。事業開始以降、特定のマンパワーに依存して
おり、市の事業としての目的を明確化したのち、事業継続が可能な実施体制を検討する必要がある。事業成果を具体的に説明できるよう、報
告書等をまとめる。
施策における位置付けを明確にした上で、応分の負担について検討する必要がある。

評価結果 判
断
理
由

改
善
策

判
断
理
由

事業対象者が「重度障害」等、マン・ツー・マンのフォローを有する障害者であることを考慮し、その上で、対象者の水泳機会の提供、施設の
利点(プールの深度調整機能)を有効に活かした事業である。施策体系は「地域スポーツ活動と交流の促進」となっているものの、事業内容に
ついては、対象者の身体機能の回復といった色合いが強く、福祉施策の範疇にある部分が見受けられる。また、成果を明らかにする報告書等
がまとめられたことが無く、効果を客観的に証明するものがない。指導者に関しても、特定のマンパワーに依存している状況下であり、事業目
的をスポーツの機会の提供とするならば、マンツーマン指導にかかるコスト負担の割合については、検討すべきである。 自己負担５００
円／指導者報酬４０００円 (時間換算)

評価結果

判
断
理
由

改
善
策

３ 市民ニーズの把握

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止
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